
階
）
・
出
張
所
・
連
絡
所
へ
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
国
民
健
康
保
険
課

℡
２
２
４-

５
８
３
６

七
月
は
障
害
基
礎
年
金

所
得
状
況
届
の
提
出
月

で
す

①
受
給
権
者
所
得
状
況
届と

ど
け

二
十
歳
前
に
初
診
の
あ
る
障
害

（
先
天
性
を
含
む
）
や
福
祉
年
金

か
ら
の
切
り
替
え
で
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎
年

七
月
が「
受
給
権
者
所
得
状
況
届
」

の
提
出
月
で
す
。

＊
退
職
被
保
険
者
本
人
と
同
世
帯

で
、
主
に
退
職
被
保
険
者
本
人
の

収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い

る
配
偶
者
（
内
縁
で
も
可
）
と
三

親
等
以
内
の
親
族
は
、
退
職
被
保

険
者
の
被
扶
養
者
と
し
て
退
職
者

医
療
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

退
職
者
医
療
制
度
の
届
け
出
に
つ

い
て退

職
者
医
療
制
度
の
要
件
に
該

当
す
る
方
は
、
保
険
証
の
切
り
替

え
を
行
い
ま
す
。

今
ま
で
使
っ
て
い
た
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）、

年
金
証
書
・
印
鑑
を
持
参
し
、
国

民
健
康
保
険
課
（
本
庁
舎
二
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退
職
者
医
療
制
度
に

該
当
す
る
方
は
届
け
出

を
お
願
い
し
ま
す

退
職
者
医
療
制
度
の
適
用
に
つ
い
て

退
職
者
医
療
制
度
は
、
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
制
度
の
健
全
な

運
営
を
図
る
た
め
、
退
職
者
医
療

制
度
に
該
当
す
る
方
の
医
療
費
の

う
ち
、
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保

税
）
負
担
分
の
一
部
を
社
会
保
険

制
度
か
ら
の
交
付
金
で
賄
う
制
度

で
す
。

な
お
、
退
職
者
医
療
制
度
に
該

当
す
る
方
の
国
保
税
や
医
療
機
関

で
の
医
療
費
一
部
負
担
割
合
な
ど

対
象
者
に
は
、
七
月
初
旬
に
社

会
保
険
事
務
所
か
ら
書
類
が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
。
提
出
が
済
ん
で

い
な
い
方
は
、
必
要
事
項
を
記
入

し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
障
害
状
態
確
認
届
・
所
得
状
況
届

①
に
該
当
す
る
方
の
う
ち
、
定

期
的
に
診
断
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
こ
と
し
が
提
出
す
る

年
の
方
に
は
、
診
断
書
付
き
の

「
障
害
状
態
確
認
届
・
所
得
状
況

届
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
七
月
中

の
障
害
状
態
に
つ
い
て
医
師
に
診

断
書
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
…
７
月
31
日
斥
ま
で

提
出
先
…
〒
３
５
０-

８
６
０
１

川
越
市
役
所
市
民
課
国
民
年
金

担
当（
本
庁
舎
一
階
・
郵
送
可
）

ま
た
は
出
張
所
・
連
絡
所

＊
受
給
権
者
所
得
状
況
届
は
、
引

き
続
き
年
金
を
受
け
る
権
利
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
で
す
。
提
出
が
な
か
っ
た
り

遅
れ
た
り
し
た
場
合
は
、
一
時
的

に
年
金
の
支
払
い
が
止
ま
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
必
ず
期
限
内
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
課
国
民
年
金

担
当
・
℡
２
２
４-

５
７
６
４

は
、一
般
被
保
険
者
と
同
じ
で
す
。

該
当
す
る
方

市
の
国
保
に
加
入
し
て
い
る
六

十
四
歳
ま
で
の
一
般
被
保
険
者

で
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
退
職
被
保
険
者

本
人
と
し
て
退
職
者
医
療
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

①
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
な
ど
、

老
齢
（
退
職
）
年
金
を
受
給
し

て
い
て
、
加
入
期
間
が
二
十
年

以
上

②
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
な
ど
、

老
齢
（
退
職
）
年
金
を
受
給
し

て
い
て
、
四
十
歳
以
降
の
加
入

期
間
が
十
年
以
上

７月から障害者自立支援法
の利用者負担が変わります
平成18年４月１日から段階的に施行されて

いる「障害者自立支援法」。来年度の抜本的な

見直しに向けて、次のとおり緊急措置が講じら

れることになりました。詳しくはお尋ねくださ

い。

世帯範囲の見直しについて
18歳以上の障害者が、障害福祉サービス、

補装具費・日常生活用具費の補助を受ける場

合、所得を判断する際の世帯範囲が下表のとお

り見直されます。

＊障害福祉サービスについては、施設入所して

いる場合は20歳以上の方が対象となります。

障害福祉サービスにおける利用者の負担上限月
額が軽減されます
●通所・在宅サービスを利用する障害者の場合
（施設入所している18歳・19歳を除きます）

●障害児の場合（施設入所している18歳・19
歳を含みます）

問い合わせ…障害者福祉課・℡224－5785

現行 ７月から
サービス利用者が属する 障害者本人と
住民基本台帳での世帯 その配偶者のみ

所得区分 負担上限月額
低所得１ 1,500円
低所得２ 3,000円
通所サービスのみまたは通

1,500円所サービスと短期入所のみ
市町村民税課税世帯

9,300円（所得割額16万円未満）

所得区分 負担上限月額
利用サービス 通所・在宅 入所

低所得１ 1,500円 3,500円
低所得２ 3,000円
通所サービスのみまた

6,000円は通所サービスと短期 1,500円
入所のみ
市町村民税課税世帯

4,600円 9,300円（所得割額28万円未満）
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に
おける医療費の負担割合の定期判定について

医療助成課・℡224－5842

75歳以上の方と65歳以上で一定の障害がある方が加入する長寿医療制度は、従来の老人
保健と同様に、前年の所得によって８月から翌年７月までの１年間における医療費の負担
割合を判定します。８月から負担割合が変更になる被保険者には、７月中旬に新しい被保
険者証を郵送します。これまで使っていた被保険者証は、医療助成課（本庁舎２階）・出
張所・連絡所に返却してください。
●負担割合の判定基準
長寿医療制度では、同一世帯の被保険者に、市・県民税課税標準額（課税標準額）が

145万円以上の「現役並み所得者」がいる場合、世帯内の被保険者全員が３割負担になり
ます。ただし、収入額によっては、申請すると１割負担になる場合があります（下表参照）。

該当すると思われる方には申請書を送付してありますので、７月中に手続きしてくださ
い（８月以降に手続きをした場合は、翌月から適用されます）。
●判定基準の変更により負担割合が３割になる方には、経過措置があります
老人保健から長寿医療制度への移行に伴い、判定の対象が「同一世帯の老人保健受給者
と70歳以上の方」から「同一世帯の被保険者」に変更になりました。この変更によって
負担割合が１割から３割になる方については、１か月の医療費の自己負担上限額を、１割
の方と同じ額に減額する経過措置があります（平成22年７月まで）。
１か月の自己負担上限額

＊１か月の医療費が高額になり上限額を超えると、超えた部分が高額医療費として支給さ
れます。
経過措置の対象（次のすべてに該当する方）
①被保険者の課税標準額が145万円以上（収入383万円以上）
②被保険者および同一世帯の70歳～74歳の方の収入合計が、520万円未満
該当すると思われる方には申請書を送付してありますので、７月中に手続きしてください。
経過措置が適用される世帯例

世帯の Ａのうち、課税標準額が Ａの収入の合計額 医療費の負担割合被保険者数Ａ
１人

145万円以上の人がいない １割
２人以上
１人 383万円未満 １割
２人以上

145万円以上の人がいる
520万円未満 （申請が必要です）

１人 383万円以上
３割

２人以上 520万円以上

負担割合
自己負担上限額

外来のみ 入院＋外来
現役並み所得者 ３割 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
経過措置対象者 ３割 12,000円 44,400円
一般の被保険者 １割 12,000円 44,400円

■老人保健（従来）
70歳以上が２人
→収入合計が520万円未満なので、
申請すると１割

■長寿医療制度（新）
75歳以上の被保険者が１人→収入が383万円
未満なら１割→収入が383万円以上なので３割
→申請すると自己負担上限額を減額

都
市
計
画
案
の
縦
覧
を

行
い
ま
す

都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称
…

川
越
都
市
計
画
公
園
　
５
・

４
・
０
２
号
　
な
ぐ
わ
し
公
園

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区

域
…
鯨

く
じ
ら

井い

地
内

縦
覧
期
間
…
７
月
15
日
惜
〜
29
日

惜
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

縦
覧
時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時

縦
覧
場
所
…
公
園
整
備
課
（
本
庁

舎
五
階
）

意
見
書
の
提
出

こ
の
都
市
計
画
案
に
意
見
の
あ

る
方
は
、
縦
覧
期
間
内
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
…
市
内
在
住
ま
た
は
利
害
関

係
が
あ
る
方

意
見
の
提
出
先
…
公
園
整
備
課

問
い
合
わ
せ
…
公
園
整
備
課

℡
２
２
４-

５
９
６
５

課税標準額 150万円
収入　　　 400万円

課税標準額    0万円
収入　　　100万円

夫
75歳

妻
70歳

課税標準額 300万円

子
45歳

負担割合判定には
関係ありません

妻

課税標準額 150万円
収入　　　 400万円

課税標準額　 0万円
収入　　　100万円

夫
75歳 70歳

判定から外れます

課税標準額　300万円

子
45歳

負担割合判定には
関係ありません


